
年 月 日

（２）
前項の契約期間満了日の７日以上前に利用者から更新解除の申し出がない場合、薬局は利用者に対
し、契約更新の意思を確認し、その旨の合意書を取り交わします。

（１）
この契約の期間は、 から契約終了までとします。但し、契約期間
満了日以前に利用者が要介護（支援）状態区分の変更の認定を受け、要介護（支援）認定有効期間
の満了日が更新された場合には、変更後の要介護（支援）認定有効期間の満了日までとします。

（２）
薬局は、薬局の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない
よう必要な措置を講じます。

（３）
薬局は、利用者の個人情報を用いる場合又は利用者の家族の個人情報を用いる場合は、家族の同意
を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いません。

（契約期間）

第５条

（２）薬についての質問や相談には、担当の薬剤師が責任をもってお答えいたします。

（秘密保持義務）

第４条

（１）
薬局及び薬局の従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を漏らしません。

（４）担当薬剤師は『かかりつけ薬剤師』として服薬状況、残薬、飲み合わせ等を一元管理致します。

（居宅療養管理指導の内容）

第３条 薬局は、利用者に対し、次に定める居宅療養管理指導を提供します。

（１）
薬局の薬剤師が、毎月医師の指示に基づき薬学的管理指導計画を作成します。そして医師の発行す
る処方せんにより薬剤を調剤するとともに、利用者の居宅を訪問し、管理計画に基づいて薬剤を有
効かつ安全にご使用いただけるよう説明いたします。

（２）
利用者は薬剤師が利用者に不足の損害を与えたとき、その他必要と認めるときは、薬局に対して、
薬剤師の変更を求めることができます。

（３）
薬局は、薬剤師に身分証を常に携帯させ、利用者またはその家族から求められたときは、これを提
示させます。

（薬剤師）

第２条

（１）薬局は、利用者の担当となる薬剤師に、利用者の居宅療養管理指導に関する業務を担当させます。

薬局が利用者に対して行う居宅療養管理指導サービスについて次のとおり契約します。

（契約の目的）

第１条

　この契約は、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等の指示に基づき薬剤師の訪問を必要と
認めた利用者に対し、薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導を提供することを目的とします。

居宅療養管理指導契約書
（患者様控え分）

様 （以下、利用者といいます）といずみ薬局（以下、薬局といいます）は、



①

②

③

第１１条

　この契約に定めのない事項については、介護保険法その他の関係法令に従い、利用者及び薬局が信義に
従い誠実に協議して決定します。

　上記の契約の成立を証するため、利用者及び薬局が署名または記名押印のうえ、この契約書を２通作成
し、各自その１通を保有します。

第１０条

（１）
薬局は、利用者の主治の医師等に訪問計画書と訪問日ごとの報告書を提出します。また必要に応じ
介護支援専門員、他のサービス事業者に報告します。これらの書類等はこの契約終了後２年間保存
します。

（２）
利用者は、薬局に対し、いつでも第１項に規定する書面その他の指導に関する記録の閲覧・謄写を
求めることができます。但し、謄写に際しては、薬局は利用者に対して、実費当額を請求できるも
のとします。

（その他）

第８条

　薬局は、居宅療養管理指導を提供する上で、この契約の条項に違反し、又は、利用者に損害を与えた場
合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。

（相談・苦情対応）

第９条

　薬局は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、居宅療養管理指導等に関する利用者の要
望、苦情等に対し、迅速に対応します。

（情報の保存、開示義務）

（３）

次の事由に該当する場合、この契約は自動的に終了します。

利用者が介護保険施設に入院又は入所した場合

利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合

利用者が死亡した場合

（損害賠償）

（契約の終了）

第７条

（１）
利用者は、いつでもこの契約書を解約できます。この場合には、３日の予告期間をもって届け出る
ものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。

（２）
薬局は、原則としてこの契約を解約することはできません。但し、薬局は、利用者がこの契約を継
続し難いほどの背信行為を行ったと認めるときは、文書で通知することにより、直ちにこの契約を
解約することができます。

（２）麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合には１回あたり100円を加算します。

（３）医療保険での調剤費と薬代は別途ご負担となります。

（４）開局時間外の訪問は交通費として一律1,000円（税込）頂戴致します。

（利用料）

第６条 介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

（１）

居宅療養管理指導サービス費として、単一建物居住者の人数：1人518円、2～9人379円、10人
以上342円（一割負担の場合）で月４回までご利用になれます。但し、前回請求日との間には最低
６日間の間隔を要します。
また、別に厚生労働大臣が定める者に対してサービスを提供した場合には、週に２回かつ月８回を
限度としてご利用になれます。



年　　　月　　　日

利　用　者

住　所

氏　名 ㊞

氏　名 ㊞

所在地
〒252-0318　神奈川県相模原市南区

居宅療養管理指導サービス事業者

名　称 株式会社エムアイピー　いずみ薬局 ㊞

代表者
氏　名 渡邉　賢二 ㊞

住　所

代　理　人

上鶴間本町4-9-7 庄井ビル1F

https://app3.shachihata.com/app/StampInfo/7cb4dd7f2dc8d2cfc4128a6bb812682fb31c9d5bd74ede141036453ece947e42
https://app3.shachihata.com/app/StampInfo/34341df1f8780f4e352331662a4186e80e5098817030ca9b1b1f8d3dcb271caf


従業者の職種

・薬剤師　7名（常勤者6名）（非常勤者1名）勤務時間－午前9：00～午後6：00
・事務員　7名（常勤者2名）（非常勤者5名）勤務時間－午前9：00～午後6：00

当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

【居宅療養管理指導サービス】

①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利
用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤
を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。

②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。も
し薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相
談してください。

４．職員等の体制

当事業所の職員体制は以下の通りです。

要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の
訪問を必要と認めた利用者に対し、いずみ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導を提供
することを目的とします。

運営の方針

①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保
健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報
を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたし
ません。

３．提供するサービス

事業所の所在地 　🏣252-0318　神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-9-7庄井ビル1F

指定番号 神奈川県指定1442648046号

代表者名 渡邉　賢二

電話番号 042-705-4621

２．事業の目的と運営方針

事業の目的

居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書
（患者様控え分）

１．事業者概要

事業者名称 いずみ薬局（神奈川県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者）



担当者名：高橋　克也

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

１回当たり１００円（①に加算）

※上記の他、医療保険制度の変更に伴い、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部を
ご負担いただく場合もございます。その際には改めてご説明させていただきます。

９．苦情申立窓口

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。

連絡先　：042-705-4621

８．利用料

【サービスの利用料は、以下の通りです。】

①居宅療養管理指導サービス費として

単一建物居住者の人数：1人⇒518円、2～9人⇒379円、10人以上⇒342円

（一割負担の場合）

※算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、がん末期患者、中心
静脈栄養を受けている患者の場合は1週に2回、かつ、月8回を限度。

当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。

①業日　　月～金曜日、土曜日午前
　但し、国民の祝祭日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。

②業時間　月～金曜日の午前9：00～午後6：00、土曜日の午前9：00～午後1：00

７．緊急時の対応等

①携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。

②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

責　任　者：渡邉　賢二

①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示を
お求めください。

②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所
は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出
に応じます。

③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を
変更することがあります。

④担当薬剤師は『かかりつけ薬剤師』として服薬状況、残薬、飲み合わせ等を一元管理致
します。

６．営業日時

５．担当薬剤師

【担当薬剤師は、以下の通りです。】

担当薬剤師：高橋　克也



年　　　月　　　日

（乙）当事業者は、甲１に対する居宅療養管理指導サービスの提供に当たり、□甲１、□
甲２に重要事項等説明書に基づき、サービス内容及び重要事項を説明いたしました。

（乙）居宅療養管理指導サービス事業者

主たる事業所所在地：神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-9-7 庄井ビル1F

名　称 株式会社エムアイピー ㊞

説明者　所属 いずみ薬局

氏　名 渡邉　賢二 ㊞

（甲）私は、重要事項等説明書に基づき、乙からサービス内容及び重要事項
の説明を受けました。

（甲１）利用者 

住所

氏名 ㊞

（甲2）代理人

　住所

氏名 ㊞

https://app3.shachihata.com/app/StampInfo/a1f598ec8145b90d29b72d3f9d4480ed6f98a694eb79bef9b8168d0fda098903
https://app3.shachihata.com/app/StampInfo/4d99613d518235e240e5fc9a77a114ac1a86ee03b7d2ecd2f0339399643c16c7



